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　85歳以上になると４人に１人が認知症を抱えるという試算もあ
り、本市においても、要介護認定者に占める認知症高齢者の割合
は増加傾向にあり、平成19年10月現在の要介護認定者数3,518人の
うち47.4％の1,668人に認知症の症状がみられます（第５次すこや
か長寿プラン21より）。そのさまざまな症状により、家族が悩み、
疲れ切ってしまうこともあります。しかし周囲の理解と気遣い、
支え合いがあれば、穏やかに暮らしていくことが可能です。
　本市では、認知症の人を支えるため、何ができるかを考える機
会として、認知症サポーター養成講座を開催しています。
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　認知症の人をささえる家族がつどい、経験や
情報を分かち合いながら、お互いを励まし、助
け合う家族の交流会です。
����第３月曜日午後１時30分～３時30分
����芦屋健康福祉事務所　����<偶数
月>交流会/<奇数月>おしゃべり会※１月より
市民センター別館で開催�　
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　認知症高齢者の外出の機会として、ひとときを楽しく過ごして
いただく場と、介護されているかたの自由な時間をつくります。
※市民センターの耐震工事のため、12月まで「なごみ」はお休みで
す。１月からの開催は、社会福祉協議会にお尋ねください。

����毎週水曜日・午前10時～午後３
時（火曜日・祝日は休み）�����市
民センター別館１階（老人福祉会館内）
����本人・介護者１日３組＜要予
約＞�����登録料年1,000円・利用
料１時間100円・食事代 １人１食500円
前後
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介
護
保
険
サ
ー
ビ

　

ス
の
ほ
か
、
医
療

　

や
保
健
・
福
祉
等
の
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た

　

は
関
係
機
関
や
制
度
の
利
用
に
つ
な
い
で
い
く

　

支
援
を
行
い
ま
す
。※
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
。
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住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に
、
高
齢
者

　

虐
待
や
消
費
者
被
害
、
成
年
後
見
制
度
の
活
用

　

等
の
権
利
を
守
る
支
援
を
行
い
ま
す
。
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担
当
地
区
で
の
ミ
ニ
地
域
ケ
ア
会
議
等
の
開
催

　

に
よ
り
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
地
域
等
の
さ
ま

　

ざ
ま
な
分
野
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取

　

り
組
み
ま
す
。
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自
立
し
た
日
常
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う
、
介

　

護
予
防
プ
ラ
ン
の
作
成
支
援
や
評
価
・
体
操
教

　

室
等
へ
の
参
加
支
援
な
ど
、
介
護
予
防
に
関
す

　

る
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
高
齢
者
が
住
み
な
れ

た
地
域
で
生
き
生
き
と
暮
ら
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
介
護
や
健

康
・
福
祉
等
の
生
活
に
関
す
る
身
近

な
総
合
相
談
窓
口
と
し
て
、
市
内
六

カ
所
に
「
高
齢
者
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担

当
地
区
に
お
い
て
、
ご
本
人
や
ご
家

族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
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